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   川崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する

規則 

 （川崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正） 

第１条 川崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和３５年川崎

市教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第１１条の２～第２２条」を「第１１条の２～第２１条」に、「

第２３条～第２６条」を「第２２条～第２５条」に、「第２７条～第３３条

」を「第２６条～第３２条」に、「第３４条・第３５条」を「第３３条・第

３４条」に改める。 

第２０条を削り、第２１条を第２０条とし、第２２条を第２１条とし、第

６章中第２３条を第２２条とし、第２４条から第２６条までを１条ずつ繰り

上げ、第７章中第２７条を第２６条とし、第２８条から第３３条までを１条

ずつ繰り上げ、第８章中第３４条を第３３条とし、第３５条を第３４条とす

る。 

 （川崎市立高等学校の管理運営に関する規則の一部改正） 

第２条 川崎市立高等学校の管理運営に関する規則（昭和５４年川崎市教育委

員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第１９条―第２９条」を「第１９条―第２８条」に、「第３０条

―第３２条」を「第２９条―第３１条」に、「第３３条―第３５条」を「第

３２条―第３４条」に、「第３６条」を「第３５条」に、「第３７条―第３

９条」を「第３６条―第３８条」に改める。 

 第２７条を削り、第２８条を第２７条とし、第２９条を第２８条とし、第

７章中第３０条を第２９条とし、第３１条を第３０条とし、第３２条を第３

１条とし、第８章中第３３条を第３２条とし、第３４条を第３３条とし、第

３５条を第３４条とし、第９章中第３６条を第３５条とし、第１０章中第３



７条を第３６条とし、第３８条を第３７条とし、第３９条を第３８条とする

。 

 （川崎市立特別支援学校の管理運営に関する規則の一部改正） 

第３条 川崎市立特別支援学校の管理運営に関する規則（昭和５４年川崎市教

育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第１６条の２～第２７条」を「第１６条の２～第２６条」に、「

第２８条」を「第２７条」に、「第２９条～第３２条」を「第２８条～第３

１条」に、「第３３条・第３４条」を「第３２条・第３３条」に改める。 

 第２５条を削り、第２６条を第２５条とし、第２７条を第２６条とし、第

７章中第２８条を第２７条とし、第８章中第２９条を第２８条とし、第３０

条から第３２条までを１条ずつ繰り上げ、第９章中第３３条を第３２条とし

、第３４条を第３３条とする。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


